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議案第３７号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について 

「川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約」において、事業契約書第７１条に、「３％

以上の物価変動が生じた場合、契約金額の改定を行う。」との規定があることなどから、平成 

２７年第３回川崎市議会定例会において変更議決された契約金額を変更するものである。 

１ 変更金額 

  契約金額「３，７３０，９５５，８６４円」を「３，７１４，９５８，４７４円」に変更

する。 

２ 変更の内容 

(1) サービス購入料Ｂ（運営費・維持管理費・その他） 

【作業報酬下限額の変更による改定】（平成 28 年度から 928 円）

※ 時間及び人員については、提案時において指定管理者が示した数

(2) サービス購入料Ｃ（光熱水費） 

【変更前】５３６，８９７，３８９円（消費税額３６，１４４，９０７円） 

   【変更後】５１７，４１６，０９９円（消費税額３４，７０１，８４７円） 

【減額分】△１９，４８１，２９０円 

【変動値】ガス料金 

        平成２８年度対象 △１４．７％（比較対象：平成２６年⇔平成２７年） 

        ※「国内企業物価指数」 電力・都市ガス・水道（日本銀行調査統計局） 

提案時において指定管理者が示した最低額（９００円）

平成 23 年度
(作業報酬下限額 893 円) 該当なし

平成 24 年度
(作業報酬下限額 899 円) 該当なし

平成 25 年度
(作業報酬下限額 907 円)

年間総労働時間 38,710 時間（対象人員 25 人）

38,710 時間×(907 円－900 円)＝270,970 円

平成 26～32 年度
(作業報酬下限額 907 円)

年間総労働時間 38,710 時間（対象人員 25 人）

38,710 時間×(907 円－900 円)＝270,970 円

270,970 円×7 年間分＝1,896,790 円（増額分）

平成 27～32 年度
(作業報酬下限額 910 円) 

年間総労働時間 38,710 時間（対象人員 25 人）

38,710 時間×(910 円－907 円)＝116,130 円

116,130 円×6 年間分＝696,780 円（増額分）

平成 28～32 年度
(作業報酬下限額 928 円) 

年間総労働時間 38,710 時間（対象人員 25 人）

38,710 時間×(928 円－910 円)＝696,780 円

696,780 円×5 年間分＝3,483,900 円（増額分）
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（3）契約金額の内訳一覧 

〈変更前〉 

サービス 
購入料 A 

サービス購入料 B
サービス 
購入料 C 

合 計 
運営・ 

維持管理費 
上段：作業報酬調整額 

下段：利用料金調整額 

平成 22年度 2,272,875,500 円 16,636,000 円 － 846,309 円 2,290,357,809 円 

平成 23年度 － 75,036,000 円 － 40,315,654 円 115,351,654 円 

平成 24年度 － 75,036,000 円 － 42,537,710 円 117,573,710 円 

平成 25年度 － 75,036,000 円 
270,970 円 

46,809,856 円 122,116,826 円 

平成 26年度 － 75,036,000 円 
270,970 円 

1,966,151 円 
50,457,167 円 127,730,288 円 

平成 27年度 － 71,872,509 円 
387,100 円 

2,104,575 円 
53,297,631 円 127,661,815 円 

平成 28～32年度 
※５年間分計 

 359,362,545円 
1,935,500 円 

266,488,155円 627,786,200 円 

消費税及び 
地方消費税相当額 

113,643,775 円 52,588,880 円 － 36,144,907 円 202,377,562 円 

合 計 2,386,519,275 円 800,603,934円 6,935,266 円 536,897,389円 3,730,955,864 円 

〈変更後〉

サービス 
購入料 A 

サービス購入料 B
サービス 
購入料 C 

合 計 
運営・ 

維持管理費 
上段：作業報酬調整額 

下段：利用料金調整額 

平成 22年度 2,272,875,500 円 16,636,000 円 － 846,309 円 2,290,357,809 円 

平成 23年度 － 75,036,000 円 － 40,315,654 円 115,351,654 円 

平成 24年度 － 75,036,000 円 － 42,537,710 円 117,573,710 円 

平成 25年度 － 75,036,000 円 
270,970 円 

46,809,856 円 122,116,826 円 

平成 26年度 － 75,036,000 円 
270,970 円 

1,966,151 円 
50,457,167 円 127,730,288 円 

平成 27年度 － 71,872,509 円 
387,100 円 

2,104,575 円 
53,297,631 円 127,661,815 円 

平成 28～32年度 
※5年間分計 

 359,362,545円 
5,419,400 円 

248,449,925円 613,231,870 円 

消費税及び 
地方消費税相当額 

113,643,775 円 52,588,880 円 － 34,701,847 円 200,934,502 円 

合 計 2,386,519,275 円 800,603,934円 10,419,166 円 517,416,099円 3,714,958,474 円 

※ 下線の部分が今回変更を行うものである。

増減額 0円 0 円 3,483,900 円 △19,481,290 円 △15,997,390 円 


